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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を重視し、経営の効率性を高めると共に、継続的な事業発展、持続的な企業価値の向上に
資するようコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むと共に、ステークホルダーに公正な経営情報の開示及びその適正性を確保してまいります。
また、内部統制システムを整備・運用し経営の健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を、全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社アミューズ 720,000 7.37

株式会社ＪＲＣホールディングス 418,300 4.28

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 396,000 4.05

株式会社フェイス 395,200 4.05

エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 371,200 3.80

株式会社博報堂 300,000 3.07

野村信託銀行株式会社（投信口） 248,300 2.54

株式会社丸喜堂 196,000 2.01

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 147,600 1.51

南角　光彦 115,000 1.18

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

上記割合は、自己株式（172,450株）を控除して計算しております。



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 9 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

阿部優子 その他

小坂準記 弁護士

尾木敦子 他の会社の出身者 ○

田村優 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

阿部優子 ○ 該当事項はありません。

衆議院事務局において調査局長、事務次長な
どの要職を歴任し、また、厚生労働省において
労働政策の策定及び実施に携わるなど、幅広
い経験と知識を有しており、その知見を当社の
経営に関する重要事項の決定及び監督に活か
していただけるものと考え、社外取締役として
おります。また、当社と特別な利害関係はなく、
株式会社東京証券取引所の定める独立性基
準に照らしても一般株主と利益相反の生じるお
それのないことから、独立役員として選任して
おります。

小坂準記 ○ 該当事項はありません。

情報・通信・メディア・IT・エンタテインメント・ス
ポーツ領域や著作権をはじめとする知的財産
権に関する国内外での豊富な経験と高度な知
識を有していることから、その知見を当社の経
営に関する重要事項の決定及び監督に活かし
ていただけるものと考え、社外取締役としてお
ります。また、当社と特別な利害関係はなく、株
式会社東京証券取引所の定める独立性基準
に照らしても一般株主と利益相反の生じるおそ
れのないことから、独立役員として選任しており
ます。



尾木敦子 ○

社外取締役尾木敦子氏は、当社の取引
先である株式会社ログイン及び株式会社
ルーツ音楽出版の代表取締役でありま
す。直近事業年度における取引額は、当
該各社の売上高からみて２％未満、当社
の連結売上高からみて0.01％未満と僅少
であり、独立性に影響を及ぼすような重要
性はないため、株主・投資家の判断に影
響を及ぼすおそれはないと判断しておりま
す。また、同氏は1997年３月まで当社の株
主であり取引先である株式会社ソニー・
ミュージックエンタテインメントに勤務され
ておりました。同社が保有する当社の株
式は2026年３月31日時点で4.05％と、当
社の主要株主には該当いたしません。ま
た、直近事業年度における取引額は、当
社の連結売上高及び同社の連結売上高
の双方からみて１％未満と僅少であり、独
立性に影響を及ぼすような重要性はない
ため、株主・投資家の判断に影響を及ぼ
すおそれはないと判断しております。

音楽業界において企業経営経験を有するほ
か、複数社で要職を歴任し、また、音楽業界団
体の理事としても豊富な経験を有しており、そ
の知見や職務経験を当社の経営や音楽業界と
の更なるパートナーシップ構築に活かしていく
ことが期待できるものと考え、社外取締役とし
ております。

また、当社と特別な利害関係はなく、株式会社
東京証券取引所の定める独立性基準に照らし
ても一般株主と利益相反の生じるおそれのな
いことから、独立役員として選任しております。

田村優 ○

社外取締役田村優氏は、当社の取引先で
ある株式会社インクストゥエンターの代表
取締役であります。直近事業年度におけ
る取引額は、同社の売上高からみて0.1％
未満、当社の連結売上高からみて0.01％
未満と僅少であり、独立性に影響を及ぼ
すような重要性はないため、株主・投資家
の判断に影響を及ぼすおそれはないと判
断しております。

音楽業界において長年の企業経営経験を有し
ているほか、複数の音楽業界団体の理事とし
ても豊富な経験を有しており、その知見や職務
経験を当社の経営や音楽業界との更なるパー
トナーシップ構築に活かしていくことが期待でき
るものと考え、社外取締役としております。

また、当社と特別な利害関係はなく、株式会社
東京証券取引所の定める独立性基準に照らし
ても一般株主と利益相反の生じるおそれのな
いことから、独立役員として選任しております。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

役員人事及び役員報酬の決定に関し、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的に、取締役会の
任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を設置しております。

指名・報酬委員会は独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役及び常務取締役を委員として計３名で構成し、その過半数を独立社外取締役
で構成しております。取締役会の諮問に基づき、取締役の人事及び報酬に関する事項の審議を行い、取締役会に対して助言・提案を行っておりま
す。

　委員長：阿部優子（社外取締役）

　　 委員：小坂準記（社外取締役）、渡邊史弘（常務取締役）

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査責任者は、内部監査の実施の都度、結果及び改善事項を代表取締役ＣＥＯへ報告するほか、取締役会及び常勤監査役に対しても報告
しております。常勤監査役への報告に際しては、内部監査責任者は常勤監査役より監査結果に関する質問や、内部監査において他に確認すべき
事項に関する助言等を受けており、以後の内部監査にあたっての確認事項として留意しております。また、内部監査において把握された状況、改
善についての情報は、監査役監査においても活用されており、監査役によって監査項目の追加又はより詳細な確認の実施、要改善事項に関する
改善状況の確認等が実施され、両監査の質的向上と効率化を図っております。

内部監査室と会計監査人である監査法人との連携に関しては、監査法人との打ち合わせ等の際に、内部監査の実施状況についての報告も行っ
ております。また、監査法人からも会計監査の状況や改善指示事項・助言事項等についての報告を受けており、情報共有が行われております。上
記の監査役監査の際と同様、監査法人からの指摘又は助言事項は、以後の内部監査においても活かされております。また、監査役と監査法人の
間の意見交換ないし協議は定期的に行われており、また、内部監査責任者、監査役、監査法人の三者による意見交換ないし協議も随時行なって
おります。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

小林伸之 他の会社の出身者

大嶋敏史 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小林伸之 ○ 該当事項はありません。

当社の株主であり取引先であるエイベックス・
ミュージック・パブリッシング株式会社（以下、「
AMP」）の100％親会社であるエイベックス株式
会社の取締役 常勤監査等委員であり、監査及

び業務執行の豊富な経験や、音楽業界におけ
る幅広い知見を有しており、それを当社の経営
の健全性の確保とガバナンスの強化に活かし
ていただけるものと考え、社外監査役としてお
ります。

AMPが保有する当社の株式は2026年３月31日
時点で3.80％と、当社の主要株主には該当い
たしません。また、直近事業年度におけるAMP
との取引額は、当社の連結売上高及びエイ
ベックス・グループの連結売上高の双方からみ
て１％未満と僅少であり、株式会社東京証券取
引所の定める独立性基準に照らしても一般株
主と利益相反の生じるおそれのないことから、
独立役員として選任しております。

大嶋敏史 ○

社外監査役大嶋敏史氏は、当社の株主で
あり取引先である株式会社アミューズの
常務取締役でありますが、同社が保有す
る当社の株式は2026年３月31日時点で7.
37％と、当社の主要株主には該当いたし
ません。また、直近事業年度における取
引額は、当社の連結売上高及び同社の連
結売上高の双方からみて１％未満と僅少
であり、独立性に影響を及ぼすような重要
性はないため、株主・投資家の判断に影
響を及ぼすおそれはないと判断しておりま
す。

公認会計士であり、株式会社アミューズの社外
監査役を経て同社の常務取締役を務めてお
り、財務・会計をはじめとする豊富な経験と識
見を有していることから、それを当社の経営と
ガバナンスの強化に活かしていただけるものと
考え、社外監査役としております。

また、当社と特別な利害関係はなく、株式会社
東京証券取引所の定める独立性基準に照らし
ても一般株主と利益相反の生じるおそれのな
いことから、独立役員として選任しております。



【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員の全てを、独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株式価値の向上を目的として、ストックオプション制度を導入しております。　（第7回新株予約
権は2024年２月で権利行使期間が終了しており、提出日現在において新たな権利付与は行っておりませんが、制度は導入しております。）

また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会における審議を経たうえで、業績連動報酬を導入しております。

業績連動報酬は常勤取締役を対象とし、「短期インセンティブ」としての現金賞与及び「中長期インセンティブ」としての非金銭報酬で構成します。

「短期インセンティブ」としての現金賞与については、経営陣として最終利益責任を負う指標として「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用し、
「親会社株主に帰属する当期純利益」の一定率（５％）を賞与原資とし、常勤取締役で利益配分することとし、毎年一定の時期に支給することとし
ております。各人の具体的配分金額は指名・報酬委員会で審議のうえ取締役会にて決定します。

「中長期インセンティブ」としては譲渡制限付株式報酬を付与することとし、会社の成長に向けた中長期的な取り組みを中期業績計画の計画値と
の増減を基に常勤取締役の株式報酬として反映し、毎年一定の時期に割り当て、退任時に譲渡制限を解除することとしております。各人の株式
報酬額は、固定報酬の月額に職位に応じた職位係数を乗じて算出する職位別の基準額に、中期業績計画における「連結営業利益額」と「連結取
扱高」の計画達成度を基にポイントを算出し決定した係数を乗じた額とし、指名・報酬委員会で審議のうえ取締役会にて決定します。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として導入しております。　（第7回新株予約権は
2024年２月で権利行使期間が終了しており、提出日現在において新たな権利付与は行っておりませんが、制度は導入しております。）

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため記載しておりません。 取締役及び監査役の報酬等は、有価証券報告書においてそれぞれ

総額で開示しております。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、2022年５月30日の取締役会において、取締役会の諮問機関として構成員の過半数を独立社外役員とする報酬委員会（2026年３月26日
付で指名・報酬委員会へ改編）における審議を経たうえで、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決定しております。

また、取締役会は、当事業年度の取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議
された決定方針に基づき、指名・報酬委員会の審議を経たうえで決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。当該
決定方針の内容は以下のとおりであります。

１．基本方針

　取締役の報酬は、以下の役員報酬ポリシーに基づき、透明性と公平性を備えた報酬体系とすることを基本方針とする。

＜役員報酬ポリシー＞

・上場企業の役員に期待される職責に見合うものとする。

・社内外に対する説明責任を果たせる報酬内容とする。

・全社一丸となって中長期的な業績向上にコミットさせる。

・社内外からの優秀な人材の確保・登用ができる、魅力的なものとする。

　常勤取締役の報酬は「固定報酬」、「短期インセンティブ」、「中長期インセンティブ」で構成し、独立した立場から監督機能を担う社外取締役の報
酬はその職務に鑑み「固定報酬」のみとする。

　また、その具体的な報酬等の額は、株主総会にて決議された金額の範囲内で、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会が審議し、当該答申
を踏まえ取締役会において決定する。

　なお、監査役については、独立性の観点から「固定報酬」のみとする。

２．基本報酬（金銭報酬）の額の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、年間の「固定報酬」とし、職位を基礎として業績や他社水準を考慮しながら当社を取り巻く経営環境など経済情勢
の変化により加算または減算を行い、指名・報酬委員会で審議のうえ取締役会にて決定する。

３．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関す
る方針を含む。）

　取締役の業績連動報酬等は、「短期インセンティブ」としての現金賞与及び「中長期インセンティブ」としての非金銭報酬を常勤取締役に支給する
こととする。

　現金賞与については、経営陣として最終利益責任を負う指標として「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用し、「親会社株主に帰属する当
期純利益」の一定率（５％）を賞与原資とし、常勤取締役で利益配分することとし、毎年一定の時期に支給する。

　各人の賞与の具体的配分金額は、常勤取締役各自の固定報酬に連動したポイントを付与し、常勤取締役全員のポイント総数における個人ポイ
ントを基に配分することとし、指名・報酬委員会で審議のうえ取締役会にて決定する。

　また、非金銭報酬等は、中長期の業績連動として株式報酬とする。具体的には、譲渡制限付株式報酬を付与することとし、会社の成長に向けた
中長期的な取り組みを中期業績計画の計画値との増減を基に常勤取締役の株式報酬として反映することとし、毎年一定の時期に割り当て、退任
時に譲渡制限を解除する。計画値としては、本業の儲けを表す「連結営業利益額」と、事業実態を表す「連結取扱高」を採用する。

　各人の株式報酬額は、固定報酬の月額に職位に応じた職位係数を乗じて算出する職位別の基準額に、中期業績計画における「連結営業利益
額」と「連結取扱高」の計画達成度を基にポイントを算出し決定した係数を乗じた額とし、指名・報酬委員会で審議のうえ取締役会にて決定する。

４．基本報酬（金銭報酬）の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方
針

　常勤取締役の種類別の報酬割合については、「固定報酬」は一定とし、「短期インセンティブ」や「中長期インセンティブ」に上下幅を設け業績に連
動させることで、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合となるように指名・報酬委員会で審議のうえ取締役会にて決定
する。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　「固定報酬」（基本報酬）、「短期インセンティブ」（賞与）、「中長期インセンティブ」（株式報酬）の個人別支給額については、取締役会で定める役
員報酬規程に基づき、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会にて審議のうえ、当該答申を踏まえ取締役会にて決定する。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役に対し、取締役会その他の重要な会議等にかかる議案内容の事前説明、情報提供、報告及び連絡等のサポートは、
経営管理本部にて行っております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役会

取締役会は、取締役８名（うち独立社外取締役４名）で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役間の相互牽制により取締役の職務の執行を監
督しております。取締役会は、取締役会規則に基づき、原則として毎月１回の定時取締役会を開催し取締役会規則に定める決議事項の審議及び
決議、並びに重要な報告を行っている他、経営上の重要事項が発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

2026年３月期における取締役会は14回開催いたしました。

２．監査役会・監査役

監査役会は、監査役３名（うち独立社外監査役２名）で構成され、社外監査役１名は上場企業の取締役 常勤監査等委員、もう１名は公認会計士で

あり上場企業の常務取締役で財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役会は原則として毎月１回開催し、監査役相互で連
携することで、効率的な監査を実施しております。

また、取締役会に出席し、質問や意見を述べることにより経営の適正性・妥当性について確認するほか、年間の監査計画に基づいた監査を実施
しております。

さらに、常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、取締役や執行役員に業務の報告を求めるととも
に、主要な部門を往査のうえ業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監視・監査しております。常に取締役の業務執
行を監視できる体制を整えております。

2026年３月期における監査役会は12回開催いたしました。

３．経営会議

業務執行取締役４名、執行役員３名及び常勤監査役が出席する経営会議を原則として毎週１回開催しております。経営会議では、業務執行状況
の報告、取締役会決議事項の事前審議及び重要事項に関する共有又は指示伝達等を行っております。

４．執行役員制度

意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会によっ
て選任され、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行にあたっております。本書提出日現在、執行役員は３名です。

５．内部監査

内部監査の組織は、代表取締役CEO直属の独立した部門である内部監査室（１名）が内部監査担当部署として、年度監査方針及び監査計画を策
定し、毎期子会社を含めた全部署を対象として内部監査を実施しております。

レポーティングラインについては、コーポレートガバナンス・コード補充原則４-13③を踏まえ、監査結果を代表取締役CEO及び取締役会に報告して
います。

被監査部門に対しては改善事項の具体的な指摘及び勧告を行うとともに、改善状況の確認をすることで実効性の高い監査の実施に務めておりま
す。

また、会計監査人の内部統制監査の実施にあたり、内部監査室は必要に応じて内部統制文書の改定及び社内で実施した内部統制プロセスの整
備運用状況を報告しております。

６．会計監査人

有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。2026年３月期において業務を執行
した公認会計士は森田健司氏、原康二氏であり、継続監査期間は10年、当期において監査業務にかかった補助者は公認会計士14名、その他17
名です。なお、同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。

７．コンプライアンス委員会

コンプライアンス体制の構築、強化を図るために、コンプライアンス委員会を設置し、委員長には代表取締役CEO、委員には独立社外取締役、常
勤監査役及び独立社外監査役並びに当社執行役員を選出しており、必要に応じて適宜コンプライアンス委員会を開催しております。コンプライア
ンス委員会では、コンプライアンスに係る事項の検討、審議等を行い、当社グループにおけるコンプライアンス体制の強化を図っております。

８．指名・報酬委員会

役員人事及び役員報酬の決定にあたり、公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的に、取締役会
の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役及び常務取
締役を委員として計３名で構成し、その過半数を独立社外取締役で構成しております。取締役会の諮問に基づき、取締役の報酬に関する事項の
審議を行っております。

９．責任限定契約

会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結すること
ができる旨を定款に定めており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっております。当社と各社外取
締役及び各社外監査役は、上記責任限定契約を締結しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役会設置会社を選択しております。監査役会は監査役３名（うち独立社外監査役２名）で構成され、取締役の業務執行を監査・監視
しております。社外監査役は、４名の社外取締役とともに取締役会において、中立的な立場から意見を述べていることなどから、現在の体制が経
営監視機能として有効であると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 電子提供措置及び発送において法定期限より前に実施するよう努めております。

集中日を回避した株主総会の設定
株主総会の開催日については、他社の株主総会が集中すると見込まれる日や時間帯を
避けるとともに、ご出席いただきやすい場所の確保に努めております。

電磁的方法による議決権の行使
株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行が運営する議決権行使サイトを通じて、会社法
に基づく議決権の電磁的行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後の検討課題であると認識しております。

招集通知（要約）の英文での提供
当社ホームページの英語IR サイト（https://www.nex-tone.co.jp/en/ir/）にて招集通知（要

約）の英文での提供を行い、機関投資家の議決権行使環境の向上に努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページに掲載しております。

https://www.nex-tone.co.jp/ir/policy/

個人投資家向けに定期的説明会を開催

原則として年に１回以上、個人投資家向け説明会を開催し、代表取締役CEO
が業績や経営方針について説明のうえ質疑応答を行い、動画を当社ホーム
ページのIRサイト（https://www.nex-tone.co.jp/ir/）に掲載しております。

また、四半期決算ごとに代表取締役CEOが決算内容について説明する決算説
明動画を当社ホームページのIRサイト（https://www.nex-tone.co.jp/ir/）に掲載
しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

原則として第２四半期決算及び通期決算発表後にアナリスト・機関投資家向け
説明会を定期的に開催し、代表取締役CEOが業績や経営方針について説明
のうえ質疑応答を行い、動画を当社ホームページのIRサイト（https://www.nex-
tone.co.jp/ir/）に掲載しております。

また、代表取締役CEOとアナリスト・機関投資家とのスモールミーティング及び
個別IRミーティングも適宜実施しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
今後の株主構成を鑑みつつ、将来は、海外投資家向けの説明会も実施してい
くことを検討したいと考えております。代表取締役CEOや管理部門管掌の常務
取締役と海外投資家との個別IRミーティングは適宜実施しております。

なし

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページにIR サイト（https://www.nex-tone.co.jp/ir/）を設け、決算情

報（決算短信・四半期決算短信・決算説明資料）及び決算情報以外の適時開
示資料、有価証券報告書、半期報告書等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
担当部署は、経営管理本部 経営企画部としており、管理部門管掌の常務取

締役と執行役員経営管理本部長とともにIR活動を行っております。

その他

当社ホームページに英語IR サイト（https://www.nex-tone.co.jp/en/ir/）を設

け、決算短信（サマリー版）の英文を日本語の決算短信と同時に発表しており
ます。また、決算説明資料の英文を日本語の決算説明資料の発表から数日後
に発表しております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、コンプライアンス規程や「企業行動規範および行動指針」を策定し、コンプライアン
ス研修等において、様々な立場のステークホルダーを尊重する企業活動の取組みの重要
性について、役職員に周知徹底しております。また、当社「企業理念」などでステークホル
ダーの立場を尊重する旨を明確にしており、当該方針等は当社ホームページにて公開して
おります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、以下の通りサステナビリティポリシーを定めております。

＜サステナビリティポリシー＞

「当社グループは次代を奏でるオンリーワン・エージェントとして、音楽著作権の管理と利用
促進を推進する事業や権利者・クリエイターをサポートする事業を継続的に拡大し、適正な
徴収・分配・支援を行うことで、豊かな社会の実現、音楽文化・音楽産業のより一層の発
展、持続可能でより良い社会の実現に貢献します。」

具体的な活動内容につきましては、当社ホームぺージにて公開しております。

https://www.nex-tone.co.jp/sustainability.html

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

株主、投資家をはじめとしたすべてのステークホルダーの皆さまに対し、当社の情報を公
平かつ適時、迅速に提供することに努めてまいります。情報の開示にあたっては、関連法
規を遵守するとともに、当社グループの事業活動をより良くご理解いただくため、経営情報
をはじめとしたIR 情報を発信しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則が定める内部統制基本方針並びに内部統制システムに係る各種体制等に基づき、次のとおり、当社及び当
社の子会社（以下総称する場合は「当社グループ」という）の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という）の整備を行っております。

（1）当社グループの取締役、執行役員、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（以下「取
締役等」という）の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①当社の代表取締役CEOが、法令・定款及び社会倫理の遵守（以下「コンプライアンス」という）を企業活動の前提とすることを明確にし、それを継
続的に役職員に伝えることを徹底します。

②当社の代表取締役CEOは、社内規則に基づき、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握と解決に努めます。

③当社は、当社グループ全体のコンプライアンス問題の一元的な管理の一環として、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス委員会に
て、当社グループのコンプライアンス上の重要な問題を調査・審議し、処分や再発防止策に関する諮問及び提言を経営会議に行います。それを踏
まえて経営会議にて、内容を吟味し再発防止策を実施することで、問題の解決を図ります。また、コンプライアンス委員会はコンプライアンス施策
を実施し、コンプライアンス意識の醸成を図ります。

④取締役及び監査役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、すみやかに経営会議に報告するとともに、必要に応じてコンプライアンス委
員会を開催し、コンプライアンス上の重要な問題を調査・審議し、処分や再発防止策に関する諮問及び提言を経営会議に行います。報告を受けた
経営会議は、その内容を調査し、再発防止策を実施のうえ、必要に応じて取締役会に報告します。

⑤暴力団排除条例等の法令に基づき、反社会的勢力・団体との関係は一切持たないことを基本方針とし、いかなる不当要求や働きかけに対して
も組織として毅然とした対応を取ることとします。

⑥財務報告に係る内部統制の整備・構築を推進し、財務報告の信頼性を確保します。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①社内規則に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下総称して「文書等」という）に記録し、保存します。

②取締役及び監査役は常時、前項の文書等を閲覧できるものとします。

（3）当社グループの損失の危険の管理に関する体制

①代表取締役CEOは、当社グループ全体のリスクを網羅的かつ統括的に管理するリスク管理体制を明確化します。

②前項のリスク管理体制の下、リスクの重要性及び事業の特性等に応じてリスクの特定・評価を行い、対応策を整備します。またリスクが顕在化
した場合に、迅速かつ適切な対応を講じることができる体制を構築します。

（4）当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①職務権限規程により当社グループの職務権限及び意思決定ルールを明確化することにより、適正かつ効率的に取締役の職務の執行が行われ
る体制を整備します。

②当社の取締役会において業績目標と予算を設定し、ＩTを活用して業績管理を行います。また、効率的な人的資源の配分を行います。

（5）当社グループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①当社は、内部統制システムの構築を目指すとともに、当社グループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が
効率的に行われるシステムを含む体制を構築します。

②当社の代表取締役CEOは、当社の内部統制に関する責任者として、当社グループの業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限
と責任を有します。

③当社は、事業計画の進達状況等を取締役会において定期的に報告し、業務の適正と情報共有化を促進します。



（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

①監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求める時は、取締役と協議のうえ、専属の職員を配置するものとします。監査役の職務を補助
する当該職員は、当該補助に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとし、当該職員は、定期に又は必要に応じて監査役に報告を行い、ま
た意見・情報交換を行うものとします。

②当該職員の人選、異動及び懲戒処分については、監査役の意見を徴するものとします。

（7）当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

①役職員は、重大な法令・定款違反又はコンプライアンス違反等により、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、
又はその事実の報告を受けた場合、遅滞なく監査役に報告しなければならないこととします。

②役職員は、監査役の求めに応じて会議の場を設け、職務の執行状況報告他、必要な報告及び情報交換を行います。

（8）監査役に重大な法令・定款違反又はコンプライアンス違反等により、当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を報告した者
が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①当社グループ各社の役職員が監査役に報告を行った場合、報告を理由として、解雇、降格、減給等いかなる不利益取扱いも行わないものとし
ます。

（9）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項

①監査役の職務の執行に関する取引における、費用の前払の請求、支出した費用の請求、負担した債務の債権者に対する弁済の請求（当該請
求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除く）について、それに応じます。

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は、取締役会他、重要な会議に出席し、意見を述べることができます。

②監査役は、定期に又は必要に応じて会計監査人の報告を受けます。また意見・情報交換を行うことができます。

③監査役は必要に応じて、外部の専門家に助言を求めることができます。

④監査役は、随時、社内の情報システムの情報を閲覧することができます。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社の代表取締役ＣＥＯである阿南雅浩は、当社の社会的信用力の拡大において、反社会的勢力との接触は、その信用を毀損すると考えてお
り、当該勢力とは断固付き合わないこととし、社内での浸透を図ってきました。現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。

当社では、新規取引開始に際して、総務人事部が取引先等の反社会的勢力との関係の有無を「日経テレコン21」の記事検索に加え、インターネッ
ト検索を行い、必要な場合は帝国データバンク、東京商工リサーチによって調査し、当該取引の相手方となる企業が反社会的勢力と関連のないこ
とを確認したうえで取引を開始しております。

排除・防止体制については、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に参加するとともに、「不当要求防止責任者」を選任し、東京都
公安委員会（当社の本店所在地を管轄する渋谷警察署）に届け出ております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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決定事実・発生事実（※）
（当社各部門及びグループ会社）

決算情報
（経理財務部門）

【適時開示体制の模式図】

当社各本部長

適時開示担当部門

情報取扱責任者（経営管理本部長）

経営会議

取締役会

東京証券取引所（TDnet）

当社ホームページ

監査法人

弁護士等
外部専門

報告

報告

報告

東京証券取引所
開示後速やかに

必要に応じて
協議・照会

必要に応じて
協議・照会

報告

報告

適時開示担当部門

承認

情報開示

報告

※発生事実の開示について、緊急を要する場合、休業日、深夜・早朝等に発生した場合には、
代表取締役もしくは情報取扱責任者の承認により速やかに行うものとする。また、代表取締役及び
情報取扱責任者が不在の場合には、他の取締役の決裁で行い、遅滞なく開示することとする。
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